
計画目標を達成するため、以下の事業を実施します。 

事業 

計
画
目
標
１ 

計
画
目
標
２ 

計
画
目
標
３ 

実施 
主体 

実施工程 

R6 R7 R8 R9 R10 

鉄道に関する事業 

 

玉名駅の利便性向上に向けた機能整備 ●   
玉名市 
交通事業者 

     

新玉名駅の利用促進に向けた取組の検討  ●  
玉名市 
鉄道事業者 
観光事業者 

     

路線バスに関する事業 

 

近隣自治体との連携による既存バスの運行・維
持・改善 ● ●  

玉名市 
バス事業者 
近隣自治体 

     

玉名市街地循環線等の地域内交通の利便
性向上に向けた再編 ● ●  

玉名市 
バス事業者 

     

バスの利用環境の改善 ● ●  
玉名市 
バス事業者 

     

高校生・大学生の通学に対する支援  ● ● 
玉名市 
バス事業者 
近隣自治体 

     

一般タクシーに関する事業 

 一般タクシーの運行・維持・改善 ● ●  
玉名市 
タクシー事業者 

     

乗合タクシーに関する事業 

 

乗合タクシーの運行・維持・改善 ●   
玉名市 
タクシー事業者 

     

認知度向上のための説明会の実施  ●  玉名市 
     

全体に関わる事業 

 

わかりやすい情報の発信 ● ● ● 
玉名市 
交通事業者 

     

地域公共交通を身近に感じるための体験・機会
の創出  ● ● 

玉名市 
バス事業者 
近隣自治体 

     

市内に立地する高校・大学や商業施設等と
連携した利用促進・利便性向上の取組  ● ● 

玉名市 
バス事業者 
関連事業者 

     

外出支援サービス及び福祉バスの継続 ●  ● 玉名市 
     

地域住民主体による新たな交通手段につい
て支援 ●  ● 

玉名市 
市民 

     

先端技術の活用に向けた研究 ● ● ● 
玉名市 
交通事業者 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施事業  

 玉名市地域公共交通計画の概要  

検討・協議 

整備実施 

検討・協議 利用促進事業の実施 

実施 

検討・協議 
実施 

検討・協議 

実施 

検討・協議 
実施 

検討・協議・適宜見直し 

実施 

実施 

検討・協議 

検討・協議・適宜実施 

検討・協議・適宜実施 

実施 

検討・協議 適宜実施 

調査・研究 

玉名市全域 

対 象 区 域 

令和６年度から令和１０年度 

計 画 期 間 

本計画の策定にあたっては、最上位計画である「第２次玉名市総合計画」の方針に基づき、都市計

画や観光、定住自立圏等の各種計画と連携を図ります。 

計 画 の 位 置 づ け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な関連計画】 
 

【都市計画分野】 

第２期玉名市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略（令和４年７月 改定） 

玉名市都市計画マスタープラン 

（令和５年３月 改定） 

第２期玉名圏域定住自立圏共生ビジョン 
（令和５年３月 改定） 玉名市立地適正化計画 

（令和４年３月 策定） 

笑顔をつくる１０年ビジョン 
（令和４年７月 改定） 

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律 

整合 

第２次玉名市総合計画 【後期計画】（令和４年３月 策定） 

玉名市地域公共交通計画 準拠 
連携 

第２期玉名市観光振興計画 
（令和５年２月 策定） 

連携 

熊本県地域公共交通計画 
（令和５年６月 一部改定） 

玉名市地域公共交通計画  
令和６年３月策定  

玉名市地域公共交通計画  
概要版  

発行元：玉名市、玉名市地域公共交通会議 

 

近年、人口減少、乗務員不足、公的負担の増加等により、地域公共交通サービスの維持・確保が困

難となっています。本市における最適で持続可能な地域公共交通体系を構築するため、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に規定する地域公共交通のマスタープランとして、「玉

名市地域公共交通計画」（以下、本計画と呼びます。）を策定します。 

本計画は、交通分野のみならず、まちづくり、医療、福祉、教育、観光、環境等様々な分野と連携して

取り組むこととし、“地域公共交通の維持・確保は、地域社会全体の価値を直接的に高める”という認

識のもと、行政・交通事業者のみならず、地域住民をはじめ様々な主体が中心となって、地域戦略の一

環として取り組みます。 

背 景 と 目 的 



  

   

 玉名市の公共交通における課題と、その解決に向けた基本理念と基本方針、計画目標、将来ネットワーク図  

計
画
目
標
１ 

 

既存の地域公共交通を基本とし、持続可能で移動ニーズに即したネットワークの形成 

 

評価指標 現況値 目標値 
 

収支率（路線バス） 34.0％ 36.1％以上 
 

収支率（乗合タクシー） 9.0％ 18.9％以上 
 

財政負担額 １１７，９４２千円 １１７，９４２千円 
 

玉名市地域公共交通全体の総合的な満足度 16.0％ 20.0％以上 
 

外出時に交通手段がなくて困ることがあると回答した人の割合 14.3％ 10.0％以下 

 

 

   

計
画
目
標
２ 

 

利用促進及び認知度向上を図り、未来へつなぐ地域公共交通の実現 

 

評価指標 現況値 目標値 
 

地域公共交通利用者数（鉄道） ２，８３８人/日 3,652 人/日 
 

地域公共交通利用者数（路線バス） ４８６千人/年 547 千人/年 
 

地域公共交通利用者数（乗合タクシー） 12,440人/年 １８，５００人/年 
 

乗合タクシーの認知度 ３６．９％ 20.0%以下 

 
 注）乗合タクシーの認知度については、「市民アンケートにおける【乗合タクシーを知らない】と回答した割合」を指標としています。 

計
画
目
標
３ 

 

多様な関係者等との連携による地域公共交通の確保・支援 

 

評価指標 現況値 目標値 
 

他分野との連携 ― １件以上 
 

新たな移動手段の導入可能性の検討 ― １地域以上 

既存公共交通の利用促進、利便性向上、認知度向上 

 

本市の公共交通利用者は近

年減少しています。市民の約７

割は公共交通の必要性を感じ

ているものの、乗合タクシーを

知らない市民が約４割となって

おり、地域公共交通の利便性

向上・認知度向上による利用

促進が課題となっています。 

多様な関係者や他分野との連携等による、効果的な取組の推進 

 

本市では、交通サービスの維持のための市の財政負担は増加しており、路線

バス・タクシー事業者の乗務員不足も問題となっています。 

今後も地域公共交通を維持していくために、多様な関係者や他分野等との連

携や、MaaS等の新たな技術の活用研究、情報収集を進める必要があります。 

通学や通勤、通院等の様々なニーズ・生活場面に対応する、 

移動手段や交通ネットワークの確保 

本市は、人口減少や少子化・高齢化

の更なる進行が予測される中、外出時

に移動手段が無くて困る人が１割超と

なっています。 

高齢者や若年層の移動手段を確保

するためには、更なる利用時間帯等の

ニーズへの対応や鉄道駅等からの移

動の円滑化等、利用者のニーズに合わ

せた移動手段の確保が課題となってい

ます。 

課 題 1 課 題 2 課 題 3 

将 来 ネ ッ ト ワ ー ク 図 

本市の地域公共交通は、現在のネットワークを維持しつつ、以下に示すとおり

機能分担を図りながら、更なる利便性の向上を目指します。 

誰
も
が
利
用
し
や
す
く
、快
適
に
移
動
が
で
き
る 

地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
・形
成 

基 本 理 念 

玉
名
市
の
様
々
な
交
通
資
源
（
鉄
道
、
路
線
バ
ス
、一
般
タ
ク
シ
ー
、
乗
合
タ
ク
シ
ー

等
）
を
効
果
的
に
活
用
し
な
が
ら
、ま
ち
づ
く
り
等
の
戦
略
と
連
携
を
図
り
、
持
続

可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
年
齢
や
居
住
地
域
等
に
関
係
な
く
、
誰
も
が
快
適
に

外
出
・移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
一
体
的
な
交
通
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。 

基 本 方 針 計 画 目 標 ・ 評 価 指 標 

必要

74.6%

必要ではない

2.6%

分からない

10.3%

無回答

12.5%

全体（n=1,061）

困ることがある

14.3%

困ることはない

78.5%

無回答

7.1%

全体(n=1,061)      

計19,916千円
計23,764千円

計34,883千円
計39,442千円

計42,035千円
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【外出時に困ることがあるか】 【地域公共交通の必要性】 

【乗合タクシー事業における市の実質財政負担額】 


